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１．計画の位置づけ 

 
国では、平成２５年１１月にインフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連

絡会議において、「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、インフラの中長期

的な維持管理・更新等に係るトータルコストの軽減や予算の平準化を図る方向

性を打ち出しました。 

町では、国の「インフラ長寿命化基本計画」に基づき、インフラの維持管理

等を着実に推進するための取組の方向性を明らかにするため「笠松町公共施設

等総合管理計画」を平成２９年３月に策定しました。 

本計画は、総合管理計画の下位計画に当たる個別施設の具体の対応方針を定

める計画として、インフラ施設の橋梁部門の計画として位置づけするものです。 

 

 

２．計画の概要と目的 

 
平成２６年３月に公布された「道路法の一部を改正する法律」及び「道路法

施工規則の一部を改正する省令」により、２ｍ以上のすべての橋梁に関し、５

年毎の近接目視による点検が義務付けられました。 

そこで、町が管理する橋梁を適切に維持していくため、橋梁の長寿命化と修

繕費等の縮減・平準化を図りつつ、地域の道路網の安全性・信頼性を確保する

ことを目的として、本計画を策定します。 

ただし、橋梁の状態は経年劣化や疲労等により刻々と変化することから、各

年度毎に実施する点検結果等を踏まえ、適宜計画を更新するものします。 
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３．判定区分 

 
定期点検における橋梁の健全度を表す判定区分は、次のとおりとします。 

 

 

 

４．対策の優先順位とその考え方 

 
対策の優先順位は、次に示す管理区分、健全度、規模や利用形態等により行

い、点検・補修等により健全度を変更した場合には、優先順位の見直しを実施

します。 

 

区 分  内 容 

A 第三者被害を及ぼす可能性のある橋梁（跨道橋） 

B 緊急輸送道路にある橋梁 

C 都市計画道路、幹線町道にある橋梁 

D 通学路に指定されている道路に架かる橋梁 

E 上記区分以外の橋梁 

区 分 状 態 措 置 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じ

ていない状態 

監視や対策を行う必要のない状

態 

Ⅱ 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じてい

ないが、予防保全の観点から措置

を講ずることが望ましい状態 

状況に応じて、監視や対策を行う

ことが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可

能性があり、早期に措置を講ずべ

き状態 

早期に監視や対策を行う必要が

ある状態 

Ⅳ 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じてい

る、又は生じる可能性が著しく高

く、緊急に措置を講ずべき状態 

緊急に対策を行う必要がある状

態 
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5. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方

針 
 

１）健全度把握の基本的な方針 

   健全度の把握については、橋梁の架設年度や立地条件等を十分考慮して 

実施するとともに、岐阜県橋梁点検マニュアルに基づいて定期的な点検を 

実施し、橋梁の劣化損傷状況から健全度を把握します。 

 

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針 

   橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理としてパトロールを実 

施し、劣化損傷の把握に努めます。 

 

 

6．費用の縮減に関する方針と目標 

 
１）方針 

点検・補修の際は、新技術・新工法の導入を検討し、従来工法に比して経済

的な効果が確認される場合は、積極的な導入を心掛けます。さらに、う回路が

存在し、交通量の少ない橋梁については、集約化・撤去を検討し、費用の縮減

を図ります。 

 

２）目標 

 橋梁の健全性がⅢ以下であり、う回路が存在し、交通量の少ない橋梁につい

ては、集約化・撤去を検討します。 

現時点では該当となりうる4橋梁について検討を行い、令和１０年度までに集約

撤去を行い、約８,３20千円の維持管理費の削減を目指します。 

 点検においては、従来工法に比して経済的な効果が確認される新技術を用い

た点検方法の発見および活用を目指します。 

補修においては新工法・新材料であるウォーターカッターを用いて、令和１０

年度までに小規模橋梁（１０橋）の修繕コスト合計７００千円の削減を目指し

ます。 

  


